
「
尾
張
津
島
天
王
祭
」
を
始
め
長
い
歴
史

と
文
化
が
受
け
継
が
れ
る
津
島
市
。
津
島
が

誇
る
遺
産
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、県
内
最
古
、

全
国
で
は
３１
番
目
と
い
う
長
い
歴
史
が
あ
る

の
が
、こ
の
図
書
館
で
す（
現
在
は
全
国
に
約

３
２
５
０
館
）。
図
書
館
は
創
立
当
時
か
ら
の

貴
重
な
図
書
や
珍
し
い
資
料
を
大
切
に
所
蔵

し
、津
島
の
歴
史
や
文
化
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。 

今
年
、津
島
市
立
図
書
館
は
創
立
１
２
０

周
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。
図
書

館
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、こ
れ
ま
で

歩
ん
で
き
た
歴
史
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

明
治
の
津
島
図
書
館 

津
島
市
立
図
書
館
は
、こ
れ
ま
で
名
称
を

１２
回
、場
所
を
１０
回
も
変
更
し
ま
し
た
。い
ず

れ
も
現
在
確
認
で
き
る
中
で
日
本
最
多
で
す
。 

津
島
図
書
館
の
創
立
は
、明
治
２８
年（
１
８

９
５
）１２
月
、日
清
戦
争
の
勝
利
を
記
念
し
て

津
島
高
等
小
学
校
（
今
市
場
町
）に
設
置
さ

れ
た
「
凱
旋
紀
念
書
籍
館
」
に
遡
り
ま
す
。
設

置
者
は
海
東
海
西
郡
教
育
会
で
、生
徒
の
学

習
補
助
を
目
的
と
し
た
図
書
館
で
し
た
が
、

日
清
戦
争
の
寄
附
金
残
額
で
す
べ
て
を
賄
っ

た
た
め
、「
本
棚
三
個
」
し
か
持
た
な
い
貧
弱

な
も
の
で
し
た
。 

津
島
の
図
書
館
が
正
式
に
公
共
図
書
館
と

し
て
認
可
さ
れ
た
の
は
、明
治
３０
年（
１
８
９

７
）の
こ
と
。こ
の
年
９
月
、館
外
貸
出
を
含

む
利
用
規
則
や
設
置
規
程
を
定
め
、県
下
初

の
公
共
図
書
館
と
し
て
文
部
省
か
ら
認
可
さ

れ
ま
し
た
。  

当
時
、全
国
の
公
共
図
書
館（
官
公
私
立
）

は
津
島
図
書
館
を
含
め
３１
館
だ
け
で
あ
り
、

こ
の
地
域
に
お
け
る
教
育
関
係
者
の
熱
意
が

早
く
か
ら
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

な
お
、初
代
図
書
館
長
に
は
加
藤
喜
右
衛
門

（
津
島
町
出
身
の
衆
議
院
議
員
）、２
代
図
書

館
長
に
は
大
橋
武
左
衛
門（
津
島
町
長
）が
就

任
。
特
に
大
橋
館
長
（
町
長
兼
任
）は
、海
部

地
域
の
各
高
等
小
学
校
に
図
書
館
の
巡
回
文

庫
を
設
置
し
、広
く
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
ま

し
た
。こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、明
治
４４
年（
１

９
１
１
）に
は
蔵
書
数
４
千
、年
間
利
用
者
１

万
５
千
人
を
突
破
。
県
内
９
館（
当
時
）の
中

で
圧
倒
的
な
利
用
数
を
誇
っ
た
た
め
、新
聞
の

全
国
欄
で
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

    大
正
の
津
島
図
書
館 

大
正
２
年(

１
９
１
３)

７
月
、海
東
郡
と
海

西
郡
は
合
併
し
、海
部
郡
が
誕
生
し
ま
し
た
。

図
書
館
も
「
海
部
郡
立
図
書
館
」
と
改
称
し
、

大
正
５
年
に
は
新
築
さ
れ
た
海
部
郡
役
所
の

付
属
建
物（
西
柳
原
町
）へ
移
転
し
ま
し
た
。

こ
の
時
、海
西
郡
教
育
会
図
書
館
を
吸
収
し
、

蔵
書
は
６
千
冊
を
数
え
る
ま
で
に
増
加
し
ま

す
。 大

正
１２
年（
１
９
２
３
）、行
政
改
革
に
よ

り
郡
制
が
廃
止
さ
れ
る
と
図
書
館
は
郡
立
か

ら
郡
教
育
会
へ
移
管
さ
れ
ま
す
。
大
正
１５
年（
１

９
２
６
）７
月
、郡
制
の
完
全
廃
止
に
よ
り
郡

役
所
は
閉
鎖
。
教
育
会
も
解
散
し
た
た
め
、多

く
の
利
用
者
で
賑
わ
っ
て
い
た
図
書
館
は
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
後
、図
書
館
の
蔵
書
は
八
開
村（
愛
西

市
）へ
無
償
譲
渡
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、八
開

村
で
は
村
立
図
書
館
を
設
立
す
る
だ
け
の
予

算
が
な
く
、村
内
の
保
管
先
で
多
数
の
図
書

が
散
逸
し
ま
し
た
。 

昭
和
初
期
の
津
島
図
書
館 

昭
和
２
年(

１
９
２
７)

６
月
、津
島
町
で
は

図
書
館
の
設
置
を
強
く
希
望
し
、八
開
村
で

保
管
さ
れ
て
い
た
蔵
書
を
買
い
取
り
ま
し
た
。

１０
月
、旧
海
部
郡
立
図
書
館
の
蔵
書
を
再
び

揃
え
た
「
津
島
町
立
図
書
館
」（
西
柳
原
町
）

を
開
館
。
以
後
、６
度
の
移
転
で
混
乱
し
な
が

ら
も
蔵
書
の
整
理
と
充
実
に
努
め
ま
し
た
。 

と
り
わ
け
図
書
館
の
充
実
に
意
欲
的
だ
っ

た
小
島
音
三
郎（
元
津
島
町
長
）、江
上
定
義

（
元
小
学
校
長
・
の
ち
市
江
村
長
）の
両
館
長

は
、歴
史
・
文
学
・
郷
土
資
料
を
飛
躍
的
に
充

実
さ
せ
ま
し
た
。「
野
口
米
次
郎
文
庫
」
を
開

設
し
た
の
も
こ
の
時
で
す
。 

戦
後
の
津
島
図
書
館 

昭
和
２２
年（
１
９
４
７
）、南
門
前
町
に
戻
っ

た
図
書
館
は
市
民
の
図
書
館
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、昭
和
３４
年
（
１
９

５
９
）の
伊
勢
湾
台
風
で
建
物
が
大
き
く
破

損
、３６
年
（
１
９
６
１
）の
集
中
豪
雨
で
は
周

囲
が
水
没
す
る
な
ど
被
災
し
、そ
の
後
は
建

２
０
１
５
年
は
図
書
館
創
立
１
２
０
周
年
 

市
立
図
書
館
　
1
２５
ー

２
１
４
５ 

▲海東郡立戦勝紀念図書館 

▲海部郡役所内・海部郡立図書館 

が
い  

せ
ん   

き    

ね
ん  

し
ょ 

じ
ゃ
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か
ん 

さ
か
の
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と
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ん 
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物
の
老
朽
化
も
あ
っ
て
極
端
に
利
用
が
低
迷

し
ま
し
た
。 

し
か
し
、昭
和
５３
年
（
１
９
７
８
）に
図
書

館
新
設
要
望
が
上
が
る
と
、市
民
の
図
書
館

へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
と
り
わ

け
昭
和
５８
年（
１
９
８
３
）の
「
図
書
館
米
寿

祭
」
や
、そ
の
後
に
開
催
さ
れ
た
「
図
書
館
ま

つ
り
」
は
全
国
的
に
も
知
ら
れ
る
ほ
ど
盛
り

上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
動
き
も
あ
り
、平
成
元
年（
１
９

８
９
）、市
は
図
書
館
建
設
を
計
画
し
ま
す
。

財
政
上
の
問
題
で
し
ば
ら
く
延
期
さ
れ
ま
し

た
が
、平
成
１０
年（
１
９
９
８
）、つ
い
に
老
松

町
の
市
営
プ
ー
ル
跡
地
に
図
書
館
建
設
工
事

が
始
ま
り
ま
し
た
。 

新
館
オ
ー
プ
ン 

平
成
１２
年（
２
０
０
０
）１１
月
、帆
船
を
模

し
た
斬
新
な
モ
デ
ル
と
県
下
第
４
位
の
延
床

面
積（
当
時
）と
な
る
新
館
が
完
成
し
、県
内

外
に
広
く
宣
伝
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
催
さ
れ

た
盛
大
な
開
館
式
典
は
、ま
だ
記
憶
に
新
し

い
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

オ
ー
プ
ン
か
ら
７
年
後
、図
書
館
は
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
し
、月
曜
日
開
館
や
津

島
駅
構
内
の
返
却
ポ
ス
ト
設
置
な
ど
、よ
り

利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、市
内
の
古
写
真
や
映
像
、地
元
新
聞
な

ど
を
資
料
集
と
し
て
ま
と
め
、新
た
な
郷
土

資
料
も
作
成
す
る
な
ど
文
化
活
動
の
拠
点
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
事
業
は
、

文
部
科
学
省
に
よ
り
特
徴
的
な
取
り
組
み
と

し
て
紹
介
さ
れ
、「
図
書
館
実
践
事
例
集
」（
２

０
１
４
年
）に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
図
書
館
を
利
用
さ
れ
る
方
は
年
間
２７

万
人
、蔵
書
数
は
２８
万
点
を
超
え
て
い
ま
す
。

今
秋
に
は
１
２
０
周
年
を
記
念
し
、記
念
行

事
や
冊
子
の
発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
今

後
も
津
島
の
誇
る
歴
史
あ
る
図
書
館
に
ど
う

ぞ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 【
館
名
の
移
り
変
わ
り
】 

①
凱
旋
紀
念
書
籍
館（
１
８
９
５
〜
１
８
９
７
） 

②
津
島
高
等
小
学
校
図
書
館（
１
８
９
７
〜

１
９
０
０
） 

③
海
東
図
書
館（
１
９
０
０
〜
１
９
０
１
） 

④
海
東
郡
図
書
館（
１
９
０
１
〜
１
９
０
４
） 

⑤
海
東
郡
立
図
書
館（
１
９
０
４
〜
１
９
０
７
） 

⑥
海
東
郡
立
戦
勝
紀
念
図
書
館（
１
９
０
７

〜
１
９
１
３
） 

⑦
海
部
郡
立
図
書
館（
１
９
１
３
〜
１
９
２
３
） 

⑧
海
部
郡
教
育
会
附
属
図
書
館（
１
９
２
３

〜
１
９
２
６
） 

【
廃
館
】（
１
９
２
６
〜
１
９
２
７
） 

⑨
津
島
町
立
図
書
館（
１
９
２
７
〜
１
９
４
７
） 

⑩
津
島
市
立
図
書
館（
１
９
４
７
〜
１
９
５
１
） 

⑪
津
島
市
立
津
島
図
書
館 

　（
１
９
５
１
〜
１
９
６
４
） 

⑫
津
島
市
市
立
図
書
館 

　（
１
９
６
４
〜
２
０
０
０
） 

⑬
津
島
市
立
図
書
館（
２
０
０
０
〜
現
在
） 

問
合
　
市
立
図
書
館
　
1
２５
ー

２
１
４
５ 

       

  

普
段
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る
方
、こ
れ

か
ら
始
め
よ
う
と
い
う
方
、他
の
方
の
読
み

聞
か
せ
を
楽
し
み
な
が
ら
、自
分
も
読
み
聞

か
せ
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。イ
ベ
ン
ト
終
了
後

に
は
、子
ど
も
の
本
専
門
店
「
花
の
き
村
」
店

主
・
伊
藤
義
明
氏
に
よ
る
講
演
会
も
予
定
し

て
い
ま
す
。 

日
時
　
平
成
２７
年
１０
月
２５
日

 

　
　
　
午
後
１
時
〜
４
時 

場
所
　
市
立
図
書
館
２
階
大
集
会
室 

そ
の
他
　
市
外
の
グ
ル
ー
プ
や
個
人
で
の
参

加
も
歓
迎
し
ま
す
。 

申
込
　
９
月
２５
日

ま
で
。
図
書
館
児
童
カ

ウ
ン
タ
ー
に
て
、ま
た
は
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
Ｅ
メ
ー
ル
で
。 

問
合
　
市
立
図
書
館
　
1
２５
ー

２
１
４
５ 

   
 

津
島
市
内
に
は
、８
つ
の
小
学
校
区
が
あ
り

ま
す
。
今
回
は
、そ
の
う
ち
東
小
学
校
区
に
あ

る
寺
社
や
名
所
を
巡
り
ま
す
。 

日
時
　
９
月
２０
日

　
午
前
１０
時
〜
正
午 

集
合
場
所
　
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
前（
津

島
駅
前
） 

講
師
　
大
橋
忠
彦
氏（
津
島
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
会
長
） 

定
員
　
な
し 

申
込
　
不
要 

問
合
　
市
立
図
書
館
　
1
２５
ー

２
１
４
５ 

 

▲津島町立図書館（南門前町）、徳富蘇峰を迎えて ▲昭和３６年集中豪雨、津島市立津島図書館 

お
は
な
し
く
る
り
ん
 

津
島
市
の
学
区
巡
り
　
東
小
学
校
区 

つ
し
ま
歩
き
学
び
講
座
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●　担当調査員が、９月上旬頃から各世帯を訪問し、調査書類を配布します。 

　従来の調査票の配布に先行して、オンライン回答期間を設定する方式で 

　調査を実施します。 
（調査スケジュール） 
 

 

 

 

 

 

 

 

●　記入方法などについてご相談できる、国勢調査コールセンターを設置します。     
 

　国勢調査コールセンター 
　　ナビダイヤル　　０５７０－０７－２０１５ 

　　ＩＰ電話の場合　０３－４３３０－２０１５ 

　　※調査員との約束日時の変更などにつきましては、市役所企画政策課行政経営Ｇへ 

　　　ご連絡ください。 

 

●　国勢調査は、「統計法」という法律に基づいて行います。「統計法」により、調査対象者には、

調査票の記入および提出について報告義務が課されています。また、国勢調査に従事する者に

は、守秘義務が課されています。調査票の記入内容は統計以外の目的に使用しませんので、安

心して記入してください。 

設置期間：平成２７年８月２４日～１０月３１日 

受付時間：午前８時～午後９時（土・日・祝も利用可） 

国勢調査については、「国勢調査2015キャンペーンサイト」でもご確認いただけます。 

総務省・愛知県・津島市 

http://kokusei２０１５.stat.go.jp/ 国勢調査２０１５ 検索 

調査にご理解とご協力を 
よろしくお願いします。 

ぜひ積極的にインターネット
で回答してくださいね♪ 

左：センサスくん　右：みらいちゃん（国勢調査マスコットキャラクター） 

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください。 

国勢調査では、いきなり電話で調査を行ったり、金品を要求したりすることはありません。

不審に思われた場合は、市役所企画政策課行政経営Ｇまでお問い合わせください。 

インターネット
回答用IDとパス
ワードなどを世
帯に配布 
 
期間：９月１０日～ 
　　　９月１２日 

インターネット回答 
 
期間：９月１０日～９月２０日 

インターネット回答がなか
った世帯に調査票を配布 
 
期間：９月２６日～９月３０日 

調査票を調査員又
は郵送で提出 
期間：１０月１日～
　　　１０月７日 

回
答 
完
了 

「市政のひろば」つしま2015.9 ４ 

 



スマート国勢調査！ 

平成２７年１０月１日　国勢調査を実施します 
～国勢調査は、日本の今を知り、未来をつくるための調査です～ 

問合　国勢調査津島市実施本部（企画政策課行政経営Ｇ内）内線2331・2332

●　日本国内に住んでいる全ての人と世帯を対象に、『国勢調査』を実施します。 
●　国勢調査は、少子高齢社会における日本の未来を描く上で欠くことのできないデータを得る

　ために実施します。１０月１日現在の皆さまの世帯状況等を記入し、ご提出ください。 
●　調査結果は、社会福祉、雇用政策、防災対策など、私たちの暮らしのために幅広い範囲で役立

　てられます。 

●　今回調査から、パソコン、スマートフォン、タブレットを使って調査に回答することが可
　能となり、より効率的に回答することができます。 

 

　■インターネット回答の主なメリット 
　・２４時間いつでも回答することが可能。皆さまの都合のよい 

　　時間に回答できます。 

　・スマートフォンであれば、どこからでも回答できます。 

　・ご回答いただいた時点で調査は終了。後日調査員が訪問 

　　することはありません。 

　・個人情報保護の強化、万全なセキュリティ体制。安心して回答できます。 

 

　インターネット回答がなかった世帯には、調査員が改めて調査票を配布します。調査票は、以下

の方法で提出することが可能です。 

  １）調査員に提出・・・調査員が訪問した際にお渡しください。記入 

　　　　　　　　　した調査票を、「調査書類収納封筒」（大きい封筒） 

　　　　　　　　　に封をして調査員に提出することも可能です。 

  ２）郵送で提出・・・「郵送提出用封筒」（細長い封筒）を使用し、最寄 

　　　　　　　　　りの郵便ポストに投函してください。（切手不要） 

 

●　国勢調査で調査する項目は、全部で１７項目です。 

  １）世帯員に関する項目：「氏名」、「男女の別」、「出生の年月」、「就業状態」、 

　　　　　　　　　　　「従業地又は通学地」など１３項目 

  ２）世帯に関する項目：「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」 

　　　　　　　　　　など４項目 

５ 「市政のひろば」つしま2015.9



  

救
急
医
療
週
間
 

  

救
急
の
仕
事
や
救
急
医
療
体
制
を
皆
さ
ん

に
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、９
月
９

日
を
「
救
急
の
日
」
、こ
の
日
を
含
む
一
週
間

（
９
月
６
日
〜
１２
日
）を
「
救
急
医
療
週
間
」

と
し
、全
国
的
に
普
及
啓
発
運
動
が
実
施
さ

れ
ま
す
。 

今
回
は
、９
月
に
起
き
や
す
い
病
気
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。 

９
月（
秋
）は
、気
温
も
８
月
と
比
べ
て
グ
ッ

と
下
が
り
、と
て
も
過
ご
し
や
す
い
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
で
す
が
、実
は
一
年
で
最
も
体
調
を

崩
し
や
す
い
季
節
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一

日
の
気
温
差
が
１０
度
近
い
日
も
あ
り
、日
照

時
間
も
急
に
短
く
な
る
な
ど
し
て
生
体
リ
ズ

ム
を
崩
し
や
す
い
傾
向
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
季
節
の
変
化
も
相
ま
っ
て
９
月
に
気

を
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
病
気
と
し
て
、

食
中
毒
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

「
食
中
毒
」
と
聞
い
て
ま
ず
皆
さ
ん
は
疑
問

に
お
思
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は

食
中
毒
と
い
う
の
は
９
月
か
ら
１０
月
に
か
け

て
発
生
件
数
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
季
節
は
毒
素
の
含
ま
れ
る
キ
ノ
コ
や
フ

グ
な
ど
の
食
べ
物
に
よ
る
食
中
毒
が
増
え
て

い
き
ま
す
。 

秋
は
、行
楽
・
運
動
会
・
お
祭
り
な
ど
の
行

事
が
多
い
季
節
で
、野
外
で
の
調
理
、食
事
の

機
会
も
多
く
な
り
ま
す
。
ま
た
夏
バ
テ
で
体

力
が
落
ち
て
お
り
、体
の
抵
抗
力
が
弱
く
な
っ

て
い
ま
す
。 

●
食
中
毒
の
原
因 

冬
場
の
食
中
毒
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
が
、こ
の
時
期
に

多
い
の
は
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
や
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

菌
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス 

ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
貝
類
を
、生
あ

る
い
は
十
分
に
加
熱
処
理
し
な
い
で
食
べ
た

と
き
ま
た
は
、ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
井
戸

水
や
簡
易
水
道
を
消
毒
不
十
分
で
摂
取
し
た

と
き
な
ど
が
主
な
原
因
で
す
。 

予
防
方
法 

・
食
事
の
前
や
ト
イ
レ
の
後
な
ど
に
は
、せ
っ

け
ん
を
使
い
し
っ
か
り
と
手
を
洗
う
。 

・
食
品
中
の
ウ
イ
ル
ス
は
加
熱
に
よ
り
感
染

性
を
無
く
す
こ
と
が
出
来
る
た
め
、し
っ
か

り
熱
を
通
し
て
か
ら
食
べ
る
よ
う
に
す
る
。 

サ
ル
モ
ネ
ラ
菌 

自
然
界
に
広
く
分
布
し
牛
・
豚
・
鶏
な
ど
の

家
畜
、犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
も
保
菌
し
ま
す
。

サ
ル
モ
ネ
ラ
食
中
毒
の
原
因
は
、食
肉
や
卵

な
ど
が
主
な
原
因
で
す
。 

予
防
方
法 

・
食
肉
や
卵
な
ど
の
食
材
は
、十
分
に
加
熱

す
る
。 

・
ま
な
板
、包
丁
、ふ
き
ん
な
ど
は
良
く
洗
い
、

熱
湯
や
漂
白
剤
な
ど
で
殺
菌
す
る
。 

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
菌 

日
本
で
発
生
す
る
食
中
毒
の
原
因
菌
と
し

て
は
、発
生
件
数
で
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
と
並
ん
で

１
位
、２
位
に
あ
た
り
、刺
身
や
寿
司
な
ど
、

海
産
の
魚
介
類
を
生
食
す
る
こ
と
が
多
い
日

本
の
食
文
化
と
大
き
く
関
連
し
ま
す
。 

予
防
方
法 

・
魚
介
類
は
調
理
前
に
水
道
水
で
良
く
洗
っ

て
菌
を
洗
い
流
す
。 

・
魚
介
類
に
使
っ
た
調
理
器
具
は
良
く
洗
浄
・

消
毒
し
て
二
次
汚
染
を
防
ぐ
。 

・
魚
介
類
を
調
理
し
た
ま
ま
の
ま
な
板
で
、

野
菜
な
ど
を
切
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。 

●
食
中
毒
の
症
状 

『
下
痢
』『
嘔
吐
』『
腹
痛
』『
発
熱
』の
４
症

状
が
主
症
状
と
な
り
ま
す
。
食
中
毒
の
原
因

物
質
に
よ
っ
て
下
痢
が
激
し
か
っ
た
り
、嘔
吐

が
激
し
か
っ
た
り
も
し
ま
す
。 

・
嘔
吐
の
症
状
が
出
た
ら 

嘔
吐
の
症
状
が
出
た
場
合
、二
次
感
染
の

防
止
の
た
め
ト
イ
レ
で
吐
く
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。
ト
イ
レ
ま
で
移
動
で
き
な
い
場
合
は
吐

き
や
す
い
よ
う
に
横
向
き
に
寝
か
せ
ま
し
ょ

う
。
吐
物
が
気
管
で
詰
ま
り
窒
息
を
起
こ
し

た
り
、肺
に
入
っ
て
肺
炎
を
起
こ
す
こ
と
が
あ

る
た
め
で
す
。
吐
い
た
物
が
口
の
中
に
あ
る

場
合
は
、薄
い
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
を
し
た
手
で
か

き
出
す
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
下
痢
の
症
状
が
出
た
ら 

食
中
毒
の
症
状
で
は
下
痢
の
症
状
が
ひ
ど

く
で
ま
す
。
症
状
が
ひ
ど
い
か
ら
と
言
っ
て
下

痢
止
め
の
薬
の
服
用
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
食

中
毒
の
原
因
菌
が
体
内
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

い
、症
状
が
悪
化
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

●
食
中
毒
の
応
急
処
置 

激
し
い
嘔
吐
や
下
痢
が
続
く
と
体
力
を
消

耗
し
、体
内
に
あ
る
水
分
と
ミ
ネ
ラ
ル
が
欠

乏
す
る
脱
水
症
状
に
陥
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。ミ
ネ
ラ
ル
分
が
補
給
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ
飲

料
を
飲
む
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
際

に
あ
ま
り
冷
た
い
飲
料
は
胃
腸
を
刺
激
し
ま

す
の
で
、常
温
に
し
た
飲
料
を
飲
む
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。 

●
医
療
機
関
受
診
及
び
１
１
９
番
す
る
タ
イ

ミ
ン
グ 

食
中
毒
で
は
自
宅
で
療
養
す
れ
ば
回
復
す

の
で
は
と
思
い
、受
診
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
軽
い
食
中
毒
で
は

自
然
に
治
り
ま
す
が
、ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
食

中
毒
が
原
因
で
死
亡
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
手

遅
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た

次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、早
急
に
医
療
機

関
に
て
医
師
の
診
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

・
乳
幼
児
や
ご
高
齢
の
方
で
、病
中
・
病
後
で

体
力
が
な
い
方 

・
自
然
毒（
毒
キ
ノ
コ
や
フ
グ
毒
）の
場
合 

・
血
便
が
見
ら
れ
る
場
合 

・
一
日
に
１０
回
以
上
吐
き
気
や
下
痢
が
続
く

場
合 

・
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
た
り
、呼
吸
が
乱

れ
た
り
す
る
場
合 

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
症
状
が
急
激
に
出

現
し
た
場
合
、１
１
９
番
通
報
を
考
慮
し
ま

し
ょ
う
。 

問
合
　
消
防
本
部
救
急
Ｇ
　 

　
　
　
1
２３
ー

０
１
１
９ 

 

食
中
毒
の
原
因 

食
中
毒
の
症
状 

食
中
毒
の
応
急
処
置 

医
療
機
関
受
診
お
よ
び
１
１
９
番
す
る 

タ
イ
ミ
ン
グ 

「市政のひろば」つしま2015.9 ６ 

市役所　124-1111 救急医療週間 

 



    

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）は
、国
民
の
利
便
性
を
高
め
、公
平
・
公

正
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

制
度
で
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ

り
、各
種
申
請
時
に
必
要
な
所
得
証
明
書
な

ど
の
添
付
書
類
が
不
要
に
な
る
な
ど
行
政
手

続
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。 

制
度
に
よ
り
、住
民
票
を
有
す
る
全
て
の

人
に
１２
桁
の
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が

記
載
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
郵
送
さ
れ
、

希
望
者
に
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
交
付

さ
れ
ま
す
。こ
の
２
つ
の「
カ
ー
ド
」に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

平
成
２７
年
１０
月
以
降
に
住
民
登
録
上
の
住

所
地
に
簡
易
書
留（
転
送
不
要
）で
送
付
さ
れ

ま
す
。 

・
１２
桁
の
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）を
お

知
ら
せ
す
る
紙
製
の
カ
ー
ド
で
、氏
名
、生

年
月
日
、性
別
、住
所
、個
人
番
号（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）が
記
載
さ
れ
ま
す
。
届
い
た
通
知

カ
ー
ド
は
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
通
知
カ
ー
ド
に
は
、顔
写
真
が
掲
載
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
カ
ー
ド
単
体
で
は
本
人
確
認

の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。 

・
通
知
カ
ー
ド
を
封
入
し
た
封
筒
に
は
点
字

加
工
を
施
す
ほ
か
通
知
カ
ー
ド
の
送
付
台

紙
に
は
音
声
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
る
予
定

で
す
。 

・
通
知
カ
ー
ド
を
確
実
に
お
受
け
取
り
い
た

だ
く
た
め
、今
の
お
住
ま
い
と
住
民
票
の

住
所
が
異
な
る
方
は
、住
民
票
の
異
動
を

お
願
い
し
ま
す
。 

・
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
民
票
上
の

住
所
地
で
通
知
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
方
は
、居
所
に
お
い
て
通

知
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
る
た
め
の
居
所

情
報
の
登
録
が
必
要
で
す
。 

詳
し
く
は
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

　
（
　h

ttp
://w

w
w
.s
o
u
m
u
.g
o
.jp
/ 

　ko
jin
b
a
n
g
o
_c
a
rd
/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
か
け

く
だ
さ
い
。 

　
1
０
５
７
０
ー

２０
ー

０
１
７
８ 

　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
５
時
３０
分 

　（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
） 

             

平
成
２８
年
１
月
以
降
に
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
申
請
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ
ま
す
。 

・
平
成
２７
年
１０
月
以
降
に
通
知
カ
ー
ド
と
一

緒
に
送
付
さ
れ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請

書
を
返
送
し
て
、平
成
２８
年
１
月
以
降
に

無
料
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、市
役
所
市
民
課
に

来
庁
し
て
、交
付
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、引
き
換
え
に
通
知
カ
ー
ド
を
返
納

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

・
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
の
つ
い
た
カ
ー
ド
の
表
面
に
、

氏
名
、住
所
、生
年
月
日
、性
別
、顔
写
真
が

掲
載
さ
れ
、裏
面
に
個
人
番
号(

マ
イ
ナ
ン

バ
ー)

が
記
載
さ
れ
ま
す
。 

・
カ
ー
ド
へ
の
点
字
希
望
は
、交
付
申
請
書

に
記
載
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。 

・
本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
で
き
る
ほ
か
、電
子
申
請
が
行
え
る

電
子
証
明
書
も
標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。 

                   

 

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
取
得
の
際
に
は
、住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）と
併
用

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、返
納
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
、２０
歳

以
上
の
方
は
発
行
日
か
ら
１０
回
目
の
誕
生

日
、２０
歳
未
満
の
方
は
５
回
目
の
誕
生
日

ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

・
引
っ
越
し
な
ど
で
市
町
村
に
転
入
届
な
ど

を
出
す
際
に
は
、通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
提
出
し
、カ
ー
ド
記
載

内
容
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

・
通
知
カ
ー
ド
、個
人
番
号
カ
ー
ド
と
も
に

再
発
行
に
は
手
数
料
が
必
要
で
す
。 

  

全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル 

　
1
０
５
７
０
ー

２０
ー

０
１
７
８ 

　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
５
時
３０
分 

　（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
） 

※
外
国
語
対
応（
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
・ 

　
ス
ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）は 

　
1
０
５
７
０
ー

２０
ー

０
２
９
１
に
お
か
け
く

だ
さ
い
。 

 

内
閣
官
房
「
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

問
合
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
２
〜
２
１
１
５ 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は 

通
知
カ
ー
ド
に
つ
い
て 

個
人
番
号
カ
ー
ド（
取
得
希
望
者
の
み
）に 

つ
い
て 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
疑
問
・
質
問
は 

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」へ 

カ
ー
ド
取
り
扱
い
の
注
意 

「
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
 

制
度
）に
つ
い
て
 

▲通知カード 

▲（表面） 

個人番号カード 

▲（裏面） 
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